
 

子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査） 
第四次中間評価書 

 
１．はじめに 

子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）は、国の予算を用いて実
施される長期・大規模の疫学調査であり、本調査から得られた成果から環境政策の
検討を行うことを目的としている。その実施に当たっては、科学的、第三者的な観
点からの評価を行うことが不可欠である。 
エコチル調査においては、調査の企画及び実施内容の評価を行うため、外部の専

門家からなる企画評価委員会を環境省に設置しており、同委員会において、調査の
効果的・効率的な運営、目的の達成、国民・社会への成果の還元等の観点から、エ
コチル調査の実施状況の評価を実施することとしている。 
エコチル調査は、コアセンター（国立環境研究所）が実施主体となって、メディ

カルサポートセンター（国立成育医療研究センター）及びユニットセンターとの協
働により実施している。 
エコチル調査の実施状況の評価については、同調査が長期間にわたる事業である

ことを鑑み、進捗状況に関する年次評価又は中間評価を行うこととし、事業終了後
には最終評価を行うこととしている。 
第四次中間評価においては、学童期におけるフォローアップが後半に入ること、

また、令和４（2022）年度に基本計画が改定され、参加者が 13 歳以降 18 歳に達す
るまで調査を継続していくことを踏まえ、フォローアップの進捗状況等の中間評価
を行う。調査実施のための組織体制の妥当性、フォローアップの進捗状況等、長期
的なフォローアップに向けた準備状況、学童期検査・詳細調査の実施状況、個人情
報管理の状況、データ利用及び成果発表のルールの遵守状況、研究（追加調査等）
の体制及び実績、調査結果に関する広報活動の状況、環境政策・施策への反映等の
観点から評価を行うこととする。 
また、エコチル調査の実施状況の評価については、行政機関が行う政策の評価に

関する法律に基づく環境省の政策評価や、独立行政法人通則法の規定に基づく国立
環境研究所における業務実績評価などを含め、重層的に実施されることとなる。 
なお、令和２（2020）年度から令和４（2022）年度にかけて、新型コロナウイル

スの感染拡大防止により、エコチル調査では地域の状況に応じて学童期検査や詳細
調査等の対面式調査の実施状況が異なっていることも考慮して中間評価を行うこ
ととした。 
 

２．概評 
 
２－１ 実施体制 

エコチル調査のユニットセンターは、公募で選ばれた全国 15 地域の大学等※で組
織されている。ユニットセンターでは、参加者から返送のあった質問票の入力、詳
細調査での訪問調査、医学的検査、精神神経発達検査の実施、参加者への広報など
のコミュニケーション活動、地域運営協議会の運営及び調査結果を用いた研究活動
を行っている。調査の目的である環境要因が子どもの健康に与える影響を解明でき
るように参加者の維持に努めるとともに、調査の状況、地域の実情を勘案した適切
な実施体制を毎年度検討することが望まれる。 
※一部のユニットセンターにおいては、サブユニットセンターを設置した上で、エコチル調査





 

６歳 78.2%、７歳 78.8%、８歳 78.3%、９歳 76.6%、10 歳 73.3%、同じく 10 歳の子
ども本人が回答する質問票が 72.0%、11 歳 72.4%、11 歳の子ども本人が回答する質
問票が 71.7%である。生後６ヶ月から４歳までの質問票の回収率は昨年度の年次評
価から変化はなく、いずれも 80%以上となっており、以後は 70%台となっている。 
また、参加者（子ども）が学童期を迎えたことから、令和元（2019）年度より、

学年毎の質問票調査も開始しており、令和５（202）年 9 月 25 日時点の回収率は小
学１年 80.3%、小学２年 77.3%、小学３年 76.6%、小学４年 75.3%、小学５年 74.1%
となっている。今後は、引き続き質問票回収率を高い水準で維持できるような取組
が期待される（表２）。 
一方で、質問票回収率（全年齢平均）のユニットセンター間における最大値と最

小値の差については、平成 30（2018）年度は 13.4%、令和元（2019）年度は 13.5%、
令和２（2020）年度は 13.0%、令和３（2021）年度は 12.9%、令和４（2022）年 9 月
時点は 12.1%、令和５（2023）年 9 月時点は 12.2%であり、質問票回収率はユニッ
トセンター間で依然として格差が見られる。また、多くのユニットセンターで、子
どもの年齢を重ねるごとに質問票回収率が低下する傾向があり、今後、質問票回収
率の低下をできる限り抑えていくことが最重要課題である。 
また、全ユニットセンターの平均における、生後６ヶ月時点と直近の質問票調査

（各年度 9 月時点）との回収率の差については、集計が開始された平成 28（2016）
年度は 13.9%、平成 29（2017）年度は 18.3%、平成 30（2018）年度は 17.5%、令和
元（2019）年度は 17.3%、令和２（2020）年度は 17.5%、令和３（2021）年度は 17.2%、
令和４（2022）年度では同じく 17.2％、令和５（2023）年度では 20.0％であった（表
２）。前述の通り、質問票回収率の低下をできる限り抑えていくことが最重要課題
であり、引き続きユニットセンター間において、優れた取組から相互に学んでいく
ことが有効と考えられる。 
なお、６ヶ月からの質問票回収率の推移を示すグラフにおける令和４（2022）年

9 月 25 日時点と令和５（2023）年 9 月 25 日時点での年齢別回収率の回帰直線
（Y=aX+b）の傾き（a）の差異（表３－１、表３－２）について、すべてのユニッ
トセンターにおいて、質問票回収率の減少に改善傾向が見られたことは高く評価で
きる。引き続き各ユニットセンターにて PDCA※サイクルに則った取組を行う必要
がある。 

※PDCA：Plan（計画）、Do（実施）、Check（点検）、Action（是正）を意味し、品質向上のた
めのシステム的考え方。 

 
２－４ 詳細調査の実施状況 

平成 26（2014）年 10 月に開始した詳細調査のリクルートは、平成 28（2016）年
８月時点で 5,018 名の応諾を得た。平成 26（2014）年 11 月より、参加の意思表示
を確認し、訪問の調整がついた者から初回の訪問時に参加の同意書を受領した上で、
１歳半時の訪問調査（環境測定）を開始した。また、平成 27（2015）年４月より２
歳時の医学的検査及び精神神経発達検査、平成 28（2016）年５月より３歳時の訪問
調査（環境測定）、平成 29（2017）年４月より４歳時の医学的検査及び精神神経発
達検査を開始した。 
平成 31（2019）年４月より、６歳時の医学的検査（採血、採尿、身体計測）を開

始したが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２（2020）年３月から全
ユニットセンターにおいて調査を中断した。令和２（2020）年７月から緊急事態宣
言の解除等を受け、地域の状況を十分に考慮した上で、地域毎に順次調査を再開し



 

た。令和５（2023）年９月末現在はすべてのユニットセンターにおいて調査が進め
られている。 
今後の詳細調査の円滑な実施のためにも、調査参加者の参加意識の向上に努め、

また、令和５年４月から開始した 10 歳時詳細調査を着実に進めることが必要であ
る。 

 
２－５ 学童期検査 

エコチル調査の当初の研究計画書に、全体調査において質問票調査とともに、６
歳と 12 歳時点で、小児科診察、身体計測、採尿を行うことが示されており、リク
ルート時における参加者に対する説明書にも記載されていた。６歳時点での調査に
向けて検討を行ってきたが、調査実施に十分な準備期間が必要なこと及び調査実施
上の意義の観点から、調査時期を運営委員会にて再検討し、小学２年生（児が８歳
となる年度）時点で行うこととなった。 
以上の準備を経て、令和元（2019）年度より学童期検査を開始しているが、新型

コロナウイルスの感染拡大防止のため、令和２（2020）年３月に全ユニットセンタ
ーにおいて検査を中断した。令和２（2020）年７月から緊急事態宣言の解除等を受
け、地域の状況を十分に考慮した上で地域毎に順次検査を再開したところである。
調査の再開に当たっては、調査参加者の不安の解消に向けて取組むとともに、保健
所等地域の関係機関と協議を進めてきた。令和５（2023）年９月末現在はすべての
ユニットセンターにおいて調査が進められている。 
令和５（2023）年７月から、小学６年生の学童期検査を開始したところである。

子どもの成長過程における化学物質ばく露や健康影響の評価を目的とした小学 6年
生（児が 12 歳となる年度）時点の採血の実施は、胎児期ばく露と現在のばく露の
状況が大きく異なることから重要性は極めて高い。参加者の安全及び倫理面に配慮
しつつ、詳細調査同様、調査参加者の参加意識の維持に努めることが必要である。 

 
２－６ 参加者及び調査地域でのコミュニケーション活動 

参加者のフォローアップや成果の還元に関する取組の一環として、PDCA サイク
ルに則り、参加者コミュニケーションの取組を行っている。 
令和４（2022）年度から人を集めたイベント等も一部再開された。新型コロナウ

イルスの感染拡大前のような参加者コミュニケーションの実施が難しいことを踏
まえつつ、エコチル調査に係る業務全般の取組について、コミュニケーション活動
を中心に、PDCA サイクルに則った取組状況について評価を実施した（表４－１、
表４－２）。多くのユニットセンターにおいてポストコロナ時代の「新しい生活様
式」に則った参加者コミュニケーションや、学童期の子どもを対象としたコンテン
ツづくりが定着していた。各地域において調査参加者の参加意識を維持していくた
め、引き続きユニットセンター間で相互に優れた取組を学び、活動を横展開してい
くことが重要である。また、効果的・効率的に情報発信が行えるよう、各地域が共
通で活用できるコンテンツづくりを環境省やコアセンターが中心となって進める
ことが望まれる。 
今後は、13 歳以降も調査に継続して参加いただくために、コアセンター及び各ユ

ニットセンターは、調査参加者（思春期の子どもとその保護者）に対し、各種コミ
ュニケーション活動を実施していくことが重要である。また、さらに学術論文等の
成果が積み重ねられていくことを踏まえ、参加者に対してエコチル調査の成果の還
元を図る観点から各種コミュニケーション活動を実施することが求められる。 



 

 
２－７ 地域運営協議会の実施状況 

各ユニットセンターが調査地域の関連組織と良好な関係を構築・維持することは、
今後の調査を円滑に継続するために必要不可欠であると考えられる。エコチル調査
の参加者が 18 歳に達するまで調査が継続されていくことや、エコチル調査の成果
発表がさらに増えていくことを勘案し、各ユニットセンターが地域の小中学校等の
教育関係機関や地方公共団体の環境部局等に対し、地域運営協議会への参加を促し
ていくことが必要である。 
令和５（2023）年度から開始された採血を伴う 12 歳の学童期検査への協力を得

るため、さらには、参加者が 18 歳に達するまで調査が継続されることへの理解と
協力を得るため、地域運営協議会等を通じて、より一層上述の機関との連携を深め
ていくことが期待される。 

 
２－８ 化学分析等の実施状況 

エコチル調査の目的は「環境要因が子どもの健康に与える影響を明らかにする」
ことであり、特に化学物質のばく露や生活環境が、胎児期から小児期にわたる子ど
もの健康にどのような影響を与えているのかについて明らかにし、適切なリスク管
理体制の構築につなげることである。この目的を達成するために、ばく露評価の対
象となる化学物質等の分析を着実に進めることが必要不可欠である。 
これまでの化学分析の実施状況は下表に示すとおりである。 

実施年度 媒体 対象物質 検体数 状況 

平成 26-29 
(2014-17) 

母体血（妊娠中） 金属（Pb, Cd, Hg, Mn, Se） 95,811 完了 

平成 29 (2017) 臍帯血 金属（Pb, Cd, Hg, Mn, Se） 3,897 完了 

平成 26-30  
(2014-18) 

母体尿（妊娠中） 喫煙マーカー（コチニン）、ストレスマ
ーカー（8-OHdG）

96,490 完了 

平成 29-令和 3 
(2017-21) 

母体血（妊娠中） 有機フッ素系化合物（PFAS） 25,000 完了 

平成 30-令和 3 
(2018-21) 

臍帯血 メチル水銀（Me-Hg）,無機水銀（I-Hg） 3,897 完了 

平成 30-令和 3 
(2018-21) 

母体尿（妊娠中） フェノール類 10,000 完了 

平成 30-令和 3 
(2018-21) 

母体尿（妊娠中） 有機リン系農薬代謝物 5,730 完了 

令和元-令和 3 
(2019-21) 

母体尿（妊娠中） フタル酸エステル代謝物 20,000  データ固定済 
(配布準備中) 

平成 30-令和 3 
(2018-21) 

母体尿（妊娠中） ネオニコチノイド系農薬 20,000 データ固定済 
(配布準備中)

令和 2-4 
(2020-22) 

母体尿（妊娠中） 形態別ヒ素化合物 5,039 データ固定済 
(配布準備中)

令和 2-4 
(2020-22) 

臍帯血 有機フッ素系化合物（PFAS 等） 5,001 データ固定済 
(配布準備中)

令和 2-4 
(2020-22) 

母体血（妊娠中） ダイオキシン類縁化合物（芳香族炭化
水素受容体活性） 

4,956 データ固定済 
(配布準備中) 

令和 2-4 
(2020-2022) 

母体血（妊娠中） 残留性有機汚染物質（PCBs、DDTs、
PBDEs） 

13,000 データ固定済 
(配布準備中)

令和 3(2021)- 母体尿（妊娠中） ピレスロイド系農薬代謝物 10,013 データ固定～



 

配布準備

令和 3(2021)- 小児血血漿 
（詳細調査） 

有機フッ素系化合物（PFAS 等） 5,010 データ固定～
配布準備

令和 3(2021)- 小児脱落乳歯 金属・元素 35,000 測定中 

令和 4(2022)- 母体尿（妊娠中） 農薬及び忌避剤 5,000 精度管理～
データ固定

令和 4(2022)- 母体尿（妊娠中） リン系難燃剤 10,000 測定中～
精度管理

令和 4(2022)- 母体血（妊娠中） アクリルアミド 5,000 測定中 

令和 4(2022)- 父体血
（妊娠期間） 

金属（Pb、Cd、Hg、Mn、Se） 2,500 測定中 

令和 5(2023)- 小児尿
（詳細調査） 

たばこ煙ばく露マーカー（コチニン等） 10,000 測定中 

 
令和５（2023）年度は、小児脱落乳歯の金属・元素、母体尿中のリン系難燃剤、

母体血中のアクリルアミド、父体血中の金属（Pb、 Cd、Hg、Mn、Se）、小児尿の
たばこ煙ばく露マーカー(コチニン等)の測定が進められている。 
生体試料の化学分析の精度を担保するため、平成 28（2016）年度〜29（2017）年

度に血中金属及び尿中コチニン等を測定した検体の一部を別の分析機関で測定し、
結果が検討された。平成 30（2018）年度以降は、外部品質評価機関による分析デー
タの品質評価が導入されている。 
なお、化学分析の対象物質の優先順位は、コアセンターの運営委員会の下に設置

された曝露評価専門委員会で、研究計画書に記載されている生体試料分析候補物質
について Delphi 法※を用いて順位付けが行われている。また、令和元（2019）年度
に研究デザイン検討会で提案されたエコチル調査開始時の研究計画に含まれてい
ない分析候補物質も踏まえ、生体試料分析対象物質候補案を整理し、企画評価委員
会で議論を行っている。 

※Delphi 法：複数の専門家から意見を求め、得られた回答を集計して結果を開示した上でさら
に再検討することを複数回繰り返すことで意見を集約する手法。 

 
以上の取組みにより、血中金属類、尿中コチニン、血中有機フッ素化合物（PFAS）

等のデータ固定が終了するなど、着実に化学分析データを解析できる体制が整いつ
つある。今後も、引き続き化学分析の精度を担保しつつ、適切に優先順位を検討し、
国内外の行政や最新の研究における動向、分析方法の整備状況等を勘案し、計画的
かつ効率的・効果的に生体試料の化学分析等を進めていくことが望まれる。 

 
２－９ 研究成果及び成果の社会への還元 

エコチル調査の全国データを用いた成果発表については、コアセンターを中心と
して、論文の質が担保できるような体制を構築し、論文執筆に向けた取組を行って
おり、令和元（2019）年度の年次評価より学術論文等の発表状況について評価を実
施しているところである。 
エコチル調査の全国データを用いた論文は 423 編（うち中心仮説に係る論文 51

編）、追加調査に係る論文は 66 編（令和５（2023）年 12 月末までの累計）発表さ
れており（表５－１）、大規模疫学調査の先行研究であるデンマーク全国出生コホ
ート（DNBC）、ノルウェー母子コホート調査（MoBa）の同じ時期の論文数（DNBC119
編、MoBa118 編）と比較しても多く、現段階としては評価できる。中でも近年その
影響に関する不安や対策の声が上がっている PFAS に関する成果論文を発表したこ



 

とは高く評価できる。また、特筆すべき事項として、内閣府食品安全委員会の「評
価書 鉛」や「評価書 アレルゲンを含む食品 卵」の策定、妊娠前の BMI 別に算
出した妊婦の体重増加曲線の目安の策定、日本語版 ASQ-3（乳幼児発達検査スクリ
ーニング質問紙）、「食物アレルギーの診療の手引き 2020」、「食物アレルギー診療ガ
イドライン 2021」、「小児気管支喘息治療・管理ガイドライン 2023」、「産婦人科診
療ガイドライン 産科編 2023」においてエコチル調査の成果やデータが活用されて
いること、加えて、研究者・保健医療従事者等を対象とした疫学用語や疫学研究が
明らかにしてきたことを解説する「疫学の事典（日本疫学会監修）」にエコチル調査
が取り上げられたことは高く評価できる。引き続き、化学物質と健康影響に係るも
のを中心とした論文執筆の加速化に一層力を入れることが望まれる。 
エコチル調査の進展に伴い、データの分析や学術論文等による成果発表の増加し

ている時期であることから、今後も、その成果を社会に還元していくことが重要で
ある。そのため、エコチル調査全体として、成果還元の状況（全国データを用いた
論文、学会での発表、一般の方や参加者向けの成果発表（講演会、ホームページ掲
載、ニューズレター等）、論文成果に係るプレスリリース等）を適切に評価していく
ことが必要となる。なお、加速度的に成果発表が増加することを見込み、令和２年
度に環境省とコアセンターにより成果発表に関する基本ルールを見直すとともに、
論文化の進捗状況を管理や手続きのスリム化を図るシステムを導入し、その後も実
際の運用状況を踏まえて改正を行い、研究者の成果発表を支援する環境整備に取組
んでいることは評価できる。加えて、より効果的に成果の社会還元等を進めていく
ため、令和４（2022）年度に広報戦略の見直しを行ったことも評価できる。 
また、学術論文等の研究成果が積み重ねられる時期であるため、適切な科学コミ

ュニケーションの実施が望まれる。このため、子育て世代を中心とした国民一人ひ
とりが、リスクと上手に向き合うことが可能な機会を広げるための取組として、令
和元（2019）年度より「地域の子育て世代との対話事業」を開始しており、令和４
（2022）年度に、事業の成果として、エコチル調査の成果を分かりやすく紹介する
パンフレットや教育関係者向けのテキスト、対話の実践事例集を公開したのにとど
まらず、令和５（2023）年度にこれらの改定等を行っていることは高く評価できる。
また、令和４（2022）年度に出産・子育てに関する情報メディアにエコチル調査の
成果を紹介する記事掲載を企画し、子育て世代の悩み・不安に応える情報を分かり
やすく提供したこと、さらにその効果を把握し、引き続き令和５（2023）年度に子
育て世代を対象とした記事掲載を進めていることも高く評価できる。引き続き対話
の実践事例の蓄積やコンテンツの更新を進め、実践活動を見える化していくことが
期待される。今後も、環境省、コアセンター、ユニットセンター等が連携・協力し
て成果発表及び社会還元を着実に進めることが望まれる。 

 
２－１０ エコチル調査ルールの遵守及び管理状況 

エコチル調査は、大規模な調査ゆえ多数の関係者に支えられている。このような
調査においては、一定の「ルール」を策定し、それらが遵守されるよう管理するこ
とが求められる。特に調査の要となる重要事項において、「ルール」を遵守すること
は大規模かつ長期的な調査を安定的に遂行することにつながる。 
令和５（2023）年度においては、ユニットセンターの自己点検に加え、環境省及

びコアセンターが現地調査を実施し、コアセンターから示された個人情報管理に関
する基本ルールの遵守状況を確認した。個人情報の漏洩につながるメールの誤送信
が令和 5 年 6 月に１件あった（なお、コアセンターに速やかに報告されたものの環



 

境省への報告は令和５年 10 月であった）。情報セキュリティ等に対するスタッフの
意識の向上を図るとともに、ルールに定められた報告を徹底することが必要である
（表６）。 
データの利用及び成果発表に関する基本ルールの遵守について、各ユニットセン

ターは、組織内でルールを周知するとともに、成果発表の諸手続きを管理する担当
者を配置するなどに努めている。ユニットセンターから環境省に行う成果発表の届
出･報告が遅延した事例が若干あるものの、調査に重大な影響を与える違反事例は
なかった（表７）。なお、成果発表の届出･報告に遅延があった場合などは注意喚起
を行い、改善に向けた対応を求めている。 
今後エコチル調査の成果発表が増えてくる時期となり、社会へのインパクトが大

きいことから、引き続き、個人情報の管理や情報発信等の体制を強化するとともに、
エコチル調査関係者に対する基本ルールを周知徹底していく必要がある。 

 
２－１１ 人材育成 

エコチル調査は、多くの人材が関わって進められており、令和５（2023）年９月
末までに、環境科学、小児保健分野等を担う 288 人の人材を輩出したほか（表８）、
令和５（2023）年９月末までに 343人の大学院生等がエコチル調査に関わり（表９）、
ポスドクとして雇用された者の数が 85 人、講師やファシリテーターを務めた者※が
547 人（令和５（2023）年９月末時点）であったことは、環境保健に理解の深い医
師や疫学研究者等の専門家の育成に貢献していると言える。また、エコチル調査を
実施するためには参加者に寄り添った活動が必要であり、地域における様々な教育
活動、広報活動、行政との連携等を推進することでコミュニケーション能力やマネ
ジメント能力が醸成される等、エコチル調査が人材育成のプラットフォームになっ
ている。 

※エコチル調査の説明会や環境保健や育児・教育等をテーマにしたイベントにおいて講師やフ
ァシリテーターを務めた者。 

 
２－１２ その他 

令和２（2020）年度から令和４（2022）年度にかけて、新型コロナウイルスの感
染拡大の影響がある中、参加者が安心して学童期検査や詳細調査に参加できるよう
工夫したり、参加者や地域とのコミュニケーション活動の継続への工夫を進めてき
たことは、公衆衛生への貢献、さらには調査参加者や地域の不安解消という観点か
ら高く評価できる。今後も、環境省、コアセンター、ユニットセンター等が連携・
協力してリスクコミュニケーション等に努めていく必要がある。 
令和２（2020）年９月に研究計画書が定められたゲノム・遺伝子解析については、

令和４（2022）年３月、参加者に「ゲノム・遺伝子解析についての説明書」が送付
され、令和４（2022）年 9 月より臍帯血試料から抽出した DNA 試料約 85,000 検体
の網羅的 DNA 塩基多型解析が実施され、現在、データの精度管理が進められてい
るところである。遺伝要因を調べることはエコチル調査の成果をより有意義なもの
とするために大変重要であり、今後とも、厳重なデータ管理体制を構築しながら、
ゲノム・遺伝子解析を着実に進めていくことが求められる。 
環境省が改定した基本計画に基づき、参加者が 13 歳から 18 歳に達するまで調査

が継続されることとなった。13 歳以降の調査においては子ども本人も主体となるこ
とから、引き続き参加者数を高い水準で維持するため、保護者や調査地域の関係者
の協力を得ながら、子どもの参加意識を高めるための取組を着実に進めていくこと



 

がきわめて重要である。 
 

３．実施機関別評価 
 
３－１ 環境省 

エコチル調査の目的とする成果を得るためには、長期間にわたる予算と体制の
確保が不可欠である。当初予算及び補正予算で調査を実施してきたが、令和６
（2024）年度についても、調査の継続に必要な予算を確保したことは評価できる。
引き続き、コアセンターを中心とした調査体制の整備や参加者の維持に係る安定し
た予算確保のための努力を行うことが望まれる。 

※分析を進め、研究成果の社会への還元を推進する時期に入るにあたって、予算をより効率的・効果的に
運用するため、令和元（2019）年度よりユニットセンターの委託費が国立環境研究所運営費交付金へ一
体化されることとなった。 

調査の企画については、令和３（2021）年度に設置された「健康と環境に関する
疫学調査検討会」において、これまでのエコチル調査の成果等について総括を行い、
令和４（2022）年３月に 13 歳以降も 40 歳程度まで調査を展開する方針が取りまと
められた。これを受け、令和４（2022）年度、参加者が 18 歳に達するまでの調査に
ついて基本計画の改定を行った。 
国際連携については、ノルウェー、デンマーク、ドイツ等の諸外国の出生コホー

ト調査の専門家をメンバーとする「環境と子どもの健康に関する国際作業グループ」
に引き続き参画し、これらの専門家との連携をより一層強化していくことが望まれ
る。今後はコアセンターと役割分担を図りつつ、学会、国際機関等との連携を通じ
て、世界に向けた情報発信に取組むことが期待される。 
広報については、従来は主に、エコチル調査に関する国民の認知度・理解度の向

上の視点から実施してきたが、エコチル調査の進展に伴い成果が積み重ねられる時
期であることから、従来の取組に加えて、成果の社会への還元を目的とした広報活
動をより一層展開していくことが重要である。以上を背景として、令和４（2022）
年度に、より効果的に成果の社会還元等を進めていくため広報戦略の見直しを行っ
たことは評価できる。また、13 歳以降の調査の継続を念頭に、継続の意義等を説明
する動画を作成したり、シンポジウムに参加者(子ども)と同世代向けの内容を取り
入れるなど、13 歳以降の調査を円滑に実施するための準備を着実に進めていること
は評価できる。令和元（2019）年度から開始された「地域の子育て世代との対話事
業」については、令和４（2022）年度に、事業の成果として、エコチル調査の成果
を分かりやすく紹介するパンフレットや教育関係者向けのテキスト、対話の実践事
例集を公開し、かつ、これらの改定等を進めていることは高く評価できる。さらに
令和４（2022）年度に、出産・子育てに関する情報メディアにエコチル調査の成果
を紹介する記事掲載を企画し、子育て世代の悩み・不安に応える情報を分かりやす
く提供したことも高く評価できる。引き続き対話事業等を通して、子育て世代の悩
み・不安に応える形で調査成果等を分かりやすく提供していく必要がある。 
また、今後は、教育的観点から、さらに 13 歳以降の調査の円滑な推進という観

点から、学校関係者の協力を得ることがさらに重要となってくる。このため、文部
科学省や学校関係者等との情報共有を引き続き進め、より一層の連携を図ること
が望まれる。 

 
３－２ コアセンター 

エコチル調査の実施主体として、メディカルサポートセンターや全国のユニッ



 

トセンターと緊密な連携を図りながら全体をとりまとめており、今後もこのよう
な取組が継続されることが期待される。 
令和元（2019）年度から予算をより効果的に運用するため、ユニットセンターに

対する委託事業を含めエコチル調査の実施に関する予算事業を国立環境研究所が
一体的に運営することとなった。コアセンターは適切な運営ができるよう、環境省
と共に体制整備を着実に行うとともに、メディカルサポートセンター及びユニット
センターとより一層の連携を図り、エコチル調査を着実に実施することが期待され
る。なお、予算の執行に当たっては、第三次中間評価後の令和４（2022）年 10 月に
会計検査院から生化学検査等の業務に係る契約について、適切な契約変更を行うよ
う是正改善の処置を要求されたところである。これを踏まえて、今後とも適切な改
善措置を行っていくことが求められる。 
エコチル調査の成果をより価値あるものにするために、現参加者率や質問票回収

率の維持が重要であり、調査開始から 14 年目を迎えた現在も、いずれも高い水準
を維持できていることは高く評価できる。これらの維持・向上のため、参加者コミ
ュニケーション専門委員会が主体となり、ユニットセンターの取組の支援を行って
いる。引き続きユニットセンター実務担当者 Web 会議及びスタッフ研修の開催な
どを通して、ユニットセンター間の情報共有の場を設け、これらの取組を継続して
いくことが望まれる。 
ユニットセンターにおける参加者の個人情報の管理については、個人情報の管理

状況が適切であるかどうか、定期的に確認する体制を維持することが重要である。
引き続きコアセンターが中心となり、適切な個人情報の管理がなされるような体制
を維持していくことが望まれる。一方、エコチル調査を適切に実施するための各種
ルール（個人情報管理や成果発表などを含む）を遵守することは大規模かつ長期的
な調査を安定的に遂行する上で重要であり、引き続きルールの周知徹底に努める必
要がある。 
４歳までの質問票や疾患情報登録、血中金属類、尿中コチニン、血中有機フッ素

化合物（PFAS）、形態別ヒ素化合物、血中残留性有機汚染物質（POPs）等のデータ
固定が終了するなど、着実に化学分析データを解析できる体制が整いつつあること
は評価できる。今後も、化学分析等を計画的に進めるとともに、効率的・効果的に
化学分析が実施されることが望まれる。 
医学的検査及び精神神経発達検査の実施、詳細調査の結果返却、相談対応等につ

いては、引き続きメディカルサポートセンターと連携しつつ、各ユニットセンター
のニーズに応じた支援が望まれる。 
エコチル調査開始から 14 年目を迎え、コアセンターが中心となって「中心仮説

ワークショップ」「疫学統計専門委員会」を開催する等、引き続きエコチル調査で得
られた成果が諸外国にも通用するよう、成果のまとめ方及び論文の質の担保ができ
るような体制を整えていることは評価できる。 
エコチル調査の全国データを用いた論文が 423 編（令和５（2023）年 12 月末ま

での累計）と着実に増えてきていることは評価できる。そのうち中心仮説に係る論
文は 51 編であり、中心仮説に係る論文執筆の加速化が望まれる。エコチル調査で
収集したデータを幅広く国内外の研究に有効活用されるよう、令和３（2021）年 9
月に「データ共有実施計画」を策定、令和５（2023）年度にデータ共有に係るシス
テムの構築を実施するなど、安全に情報共有を担うシステムの準備等を進めている
ことは評価できる。今後は、成果還元の一環として、集計データの公開や情報共有



 

の実施に向けた体制等の整備が期待される。また、エコチル調査シンポジウムや対
話事業において環境省等と連携している他、アウトリーチ活動として国立環境研究
所一般公開イベントにおける取組も評価できる。 
国際連携については、「環境と子どもの健康に関する国際作業グループ」に引き

続き参画し、国際学会等への専門家及び若手研究者の派遣等の学術的な取組を行っ
ており、今後も環境省と役割分担を図りつつ、学会、国際機関等との連携の推進す
ることが期待される。 
特筆すべき事項として、環境省が改定した基本計画に基づき、研究計画の改定を

行うとともに、13 歳以降の調査においては子どもも主体となることを見据え、子ど
も向けに分かりやすくエコチル調査を説明する資料を作成したり、Web を使った参
加者ポータルの整備を進めるなど、子どものインフォームド・アセントに向けた取
組や子どもの参加意識を高めるための取組を着実に進めていることは高く評価で
きる。13 歳以降は、Web 上に設けられた参加者ポータルを通じた調査となる。参加
者ポータルは参加者（子ども）にアクセスしてもらうことで情報収集が可能となる
ものであり、子どもの参加意識を高めることが重要である。 
また、第三次中間評価後、新型コロナウイルスの感染拡大防止を念頭に、コアセ

ンターは環境省及び各ユニットセンターと協議を行いながら対応を進めてきた。エ
コチル調査全体として地域や参加者が不安にならないよう努めてきたことは評価
に値する。 

 
３－３ メディカルサポートセンター 

医学的検査及び精神神経発達検査について、主要専門分野のプロジェクトを設
け、コアセンター経由で寄せられるユニットセンターからの問い合わせに適宜回
答し、得られるデータの質を維持していることは評価できる。 
令和５（2023）年度も、質問票等の検討に当たり、Web アンケート等を活用した

メール審議などを取り入れ、効率的かつ調査スケジュールに沿って着実に検討を進
めていることは評価できる。今後は、調査成果の質を担保するためのデータ管理や
クリーニングの検討、遺伝子解析の実施に向けた検討を進めるとともに、13 歳以降
のフォローアップ項目の検討を引き続き進めることが期待される。 
令和４（2022）年度から、エコチル調査で収集した生体試料のゲノム・遺伝子解

析を進めており、遺伝子解析から得られた情報に求められる高い機密性を踏まえ、
関連指針やガイドラインを遵守した厳重なデータ管理体制を構築しながら、着実に
解析を進めていく必要がある。 
成果の社会への還元の一環として、全国データを用いた論文に関してメディカル

サポートセンターからは 423 編のうち 32 編（令和５（2023）年 12 月末までの累計）
を発表していることは評価できる。また、日本語版 ASQ-3（乳幼児発達検査スクリ
ーニング質問紙）、「食物アレルギー診療ガイドライン 2021」、「食物アレルギーの診
療の手引き 2020」、「小児気管支喘息治療・管理ガイドライン 2023」等においてエ
コチル調査の成果が活用されたことは高く評価できる。引き続き、中心仮説に係る
論文に関しても順次執筆を加速化していくことが望まれる。また、エコチル調査シ
ンポジウムや対話事業において環境省等と連携していることも評価できる。エコチ
ル調査の全体調査に関する成果発表については、論文の質が担保できるような体
制構築を、コアセンターと協働して検討することが望まれる。 

 
３－４ ユニットセンター 



 

10 万組の親子を対象に実施しているエコチル調査において、より多くの参加者の
調査継続と年に２回送付する質問票の回答率を高めることが、調査の質の向上及び
国民に対して有益な研究成果を還元するために必要不可欠かつ重要な事項である。
調査開始から 14 年目を迎えた現在、現参加者率は高い水準で維持されているにも
かかわらず、質問票回収率は参加者の年齢とともに低下傾向にある（表 1、表 2）。
併せて、ユニットセンター間における現参加者率の差は 9.6%と大きくないものの、
質問票の回収率に依然として格差（12%台）が見られる。各ユニットセンターの業
務全般において、PDCA サイクルの中で調査地域の特性や効率性を勘案し、質問票
の回収率の向上につながるような取組を行うことを求めたい。特に、全国平均より
質問票回収率が低いユニットセンターについては、原因を分析し、改善に導く一層
の工夫が必要である。 
エコチル調査の開始から 14 年目を迎え、調査の成果が積み重ねられる時期に差

し掛かり、今後その成果を社会に適切に還元していくことが重要である。成果還元
としては、全国データを用いた論文 423 編（うち中心仮説に係る論文 51 編、令和
５（2023）年 12 月末までの累計）のうちユニットセンターからは 359 編（中心仮
説 41 編）が学術雑誌に掲載された。また、令和５（2023）年度には、学会での発表
125 件（うちユニットセンター119 件）、一般の方や参加者向けの成果発表（講演会、
ホームページ掲載、ニューズレター等）265 件（うちユニットセンター263 件）、論
文成果に係るプレスリリース 36 件（うちユニットセンター33 件、いずれも令和５
（2023）年１月から令和５（2023）年 12 月末時点）が実施された。以上のようなユ
ニットセンターの研究発表や活動の中のいくつかは、学会等の表彰・褒章も受けて
おり高く評価できる。 
また、妊娠前の BMI 別に算出した妊婦の体重増加曲線の目安の策定においてエ

コチル調査の成果が活用されたこと、「産婦人科診療ガイドライン 産科編 2023」
においてユニットセンター関係者の執筆した論文が引用文献の一つとして掲載さ
れたことは高く評価できる。 
なお、エコチル調査を適切に実施するための各種ルール（個人情報管理や成果発

表などを含む）について、個人情報の漏洩につながるメールの誤送信が１件あり、
また、成果発表の届・報告について遅延した事例が若干見られた。情報セキュリテ
ィ等に対する意識の向上を図るとともに、各ユニットセンターにおいてルールを周
知徹底していくことが重要である。 
環境省が改定した基本計画に基づき参加者が 18歳に達するまで調査が継続され、

参加者が 13 歳以降の調査においては子ども本人も調査の主体となる。ユニットセ
ンターはエコチル調査の開始時から参加している子どもや保護者に寄り添って調
査を進めており、今後は、より一層子どもに寄り添いながらエコチル調査に対する
理解を促し、参加意識を高めることが求められる。 

本年度の評価においては、①参加者の参加継続と質問票の回収につながるフォロ
ーアップ状況、②エコチル調査の業務全般における PDCA の取組、③エコチル調査
の成果、④主要なルールの遵守状況及び管理状況を勘案した評価方法を設定した。
②については、参加者の調査参加へのモチベーション維持や質問票回収率の維持・
向上、コミュニケーション活動、アウトリーチ活動、その他の成果の社会還元とい
った多角的視点からユニットセンターの優れた取組を評価した。③については、令
和４（2022）年度から、エコチル調査の研究成果や活動に対する学会等からの表彰・
褒章を評価項目として取り入れた。 

























 

表１別紙 現参加者率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

表２別紙 質問票回収率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































 

 

令和５年度 エコチル調査企画評価委員会委員名簿 
 

（敬称略、五十音順） 

氏 名 所属・職名 

井口 泰泉 
公立大学法人 横浜市立大学大学院  
生命ナノシステム科学研究科 特任教授 

石井 礼花 
国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 
知的・発達障害研究部 発達機能研究室 室長 

板倉 敦夫 公益社団法人 日本産科婦人科学会 周産期委員長 

伊藤 隆一 公益社団法人 日本小児科医会 会長 

岩澤 美帆 国立社会保障・人口問題研究所 人口動向研究部 部長 

岩田 和之 学校法人松山大学 経済学部 経済学科 教授 

内山 巌雄 国立大学法人 京都大学 名誉教授 

衞藤 隆 国立大学法人 東京大学 名誉教授 

楠田 聡 東京医療保健大学大学院 臨床教授 

鈴木 俊治 公益社団法人 日本産婦人科医会 常務理事 

千先 園子 公益社団法人 日本小児保健協会 

曽根 智史 国立保健医療科学院 院長 

田口 智章 一般社団法人 日本小児期外科系関連学会協議会 会長 

玉腰 暁子 
国立大学法人 北海道大学大学院 医学研究院 
社会医学分野 公衆衛生学教室 教授 

遠山 千春 国立大学法人 東京大学 名誉教授 

中下 裕子 コスモス法律事務所 弁護士 

細川 秀一 公益社団法人 日本医師会 常任理事 

麦島 秀雄 公益社団法人 日本小児科学会 名誉会員 

村田 勝敬 国立大学法人 秋田大学 名誉教授 

森  剛志 一般社団法人 日本化学工業協会 化学品管理部 部長 



 

 

令和５年度エコチル調査評価ワーキンググループ委員名簿 
 

  （敬称略、五十音順） 
氏 名 所属・職名 

井口 泰泉 
公立大学法人 横浜市立大学 大学院 
生命ナノシステム科学研究科 特任教授 

岩田 和之 学校法人松山大学 経済学部 経済学科 教授 

鈴木 俊治 公益社団法人 日本産婦人科医会 常務理事 

玉腰 暁子 
国立大学法人 北海道大学大学院 医学研究院 
社会医学分野 公衆衛生学教室 教授 

麦島 秀雄 公益社団法人 日本小児科学会 名誉会員 

村田 勝敬 国立大学法人 秋田大学 名誉教授 

 
 ＜オブザーバー＞ 

内山 巌雄 国立大学法人 京都大学 名誉教授 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

実地調査日程 
 

No 日時 実施方法 実施機関 

1 8 月 31 日(木） 13:00-15:00 現地訪問+Web 北海道ユニットセンター  

2 9 月 22 日(金） 10:00-12:00 現地訪問+Web 南九州・沖縄ユニットセンター 

3 9 月 27 日(水） 13:00-15:00 Web コアセンター 

4 10 月 2 日(月） 11:00-13:00 現地訪問+Web 神奈川ユニットセンター  

5 10 月 3 日(火） 10:00-12:00 Web 福岡ユニットセンター（九州大学） 

6 10 月 4 日(水） 14:00-16:00 Web メディカルサポートセンター 

7 10 月 6 日(金） 15:00-17:00 現地訪問+Web 高知ユニットセンター  

8 10 月 18 日(水） 10:00-12:00 Web 兵庫ユニットセンター  

9 10 月 20 日(金） 14:00-16:00 Web 富山ユニットセンター  

10 10 月 23 日(月） 10:00-12:00 Web 千葉ユニットセンター  

11 10 月 26 日(木） 14:00-16:00 Web 福岡ユニットセンター（産業医大） 

12 11 月 9 日(木） 14:00-16:00 Web 鳥取ユニットセンター  

13 11 月 21 日(火） 14:00-16:00 Web 京都ユニットセンター  

14 11 月 29 日(水） 14:00-16:00 現地訪問+Web 甲信ユニットセンター（山梨大学） 

15 12 月 6 日(水） 13:00-15:00 Web 福島ユニットセンター  

16 12 月 7 日(木） 14:00-16:00 Web 愛知ユニットセンター  

17 12 月 8 日(金） 10:00-12:00 Web 大阪ユニットセンター  

18 12 月 13 日(水） 16:00-18:00 現地訪問+Web 宮城ユニットセンター  

19 12 月 15 日(金） 10:00-12:00 Web 甲信サブユニットセンター（信州大学） 

 
 
 























































































































































































































エコチル調査に係る業務全般に関する PDCA サイクルにおける取組状況
（令和５年 4月～令和５年 9月末時点） 

調査実施機関名：北海道ユニットセンター 
評価時点 令和５年 10 月 31 日 

ア．参加者の調査参加へのモチベーション維持や質問票回収率の維持・向上の
取組

（Ｐ）計画 
（Ｄ）実施 

目標： 13 歳以降の調査の同意率向上！ 
参加する保護者と子ども本人に調査の意義を伝える。必要な手続きを
理解しやすく伝え、参加の意欲がある人を取りこぼさない工夫を行う。 
Plan(P)1：参加児の調査参加へのモチベーション向上 

① 参加者限定 Web サイト内「オンライン市民講座」の情報拡充
自らが参加している調査から「何がわかったのか」を伝えて調査

参加意欲を向上させるため、エコチル調査論文を子どもの理解度に
合わせてかみ砕いた動画に編集し、「オンライン市民講座」として公
開した（図 1）。加えて、以前より好評を得ていた One page summary
の続編を作成し、紙媒体と合わせて Web で発信している。テーマ
にはエコチル調査論文から子どもが身近に感じるものを選択した。

② 検査とイベントでの対面コミュニケーションの促進
10 歳詳細調査と小学 6 年生学童期検査は、多くの調査参加者と

対面できる貴重な機会であった。調査終了時には子どもに向けて
調査参加について口頭でのお礼に加えて、後から繰り返し確認で
きる手紙でも感謝を伝える工夫をした（図 2）。昨年に引き続き、3
地区で対面の運動教室を実施した。参加できなかった児へのフォ
ローとして、自宅でできるトレーニングの動画も作成し Web で公
開する予定である。旭川サブユニットでは昨年度に続きオンライ
ンイベント（英会話）を行い、広く参加者にアプローチした。
P2: 参加の意欲がある人を取りこぼさないための取組
① 質問票回収率向上に向けた取組

北海道ユニットセンターでは質問票発送 4 週間後のハガキやシ
ョートメール、電話など様々な方法で返送依頼を実施しているが、
学年質問票の回収率は全国平均を下回っている。その原因として、
北海道地区では小学校で健康記録が年度末にしか自宅に配布され
ない地区が多くあることが考えられた。夏に送られる質問票には答
えにくいことを考慮して、年度末に質問票を再送して取りこぼさな
い工夫を講じた。
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② 13 歳以降調査への同意率向上に向けた取組
学童期検査会場で 13 歳以降調査への同意の勧奨を行ったとこ

ろ、調査継続のために必要な手続きを参加者が誤解している様子が
見受けられた。そのため、参加者の生の声を「13 歳以降調査ニュー
ス」ハガキにまとめて、スピード感をもって発信し、意欲のある参
加者が正しく手続きをできるよう工夫した（図 3）。小学 6 年生の
対象者には通常の質問票とその他の郵送物（13 歳以降調査関連と
学童期検査の資料）が立て続けに届くため、すぐにレスポンスがで
きない参加者にとってはプレッシャーとなっていることが予想さ
れる。そのため、勧奨のツールにはハガキを採用した。

（Ｃ）評価 

P1：参加児の調査参加へのモチベーション向上⇒ 概ね達成できた 

① 参加者限定 Web サイト内「オンライン市民講座」の情報拡充
ユーザーのサイト内の動きを分析すると、トップページからの

直帰率は 40％程度で、過半数の参加者が複数のコンテンツを利用
していることが伺える。また、期間内に視聴数が多かった動画コン
テンツはエコチル調査の成果を分かりやすくまとめた「オンライン
市民講座」であった。参加者のニーズに沿った更新ができていると
判断している。
② 検査とイベントでの対面コミュニケーションの促進

特に小学 6 年生学童期検査と対面でのイベント時には、参加者の
13 歳以降調査への同意状況を確認してから接触し、未同意のステ
ータスの参加者には勧奨した。その結果、学童期検査では 75%、イ
ベントでは 100％の継続同意を得た。 
P2: 参加の意欲がある人を取りこぼさないための取組⇒ 一部達成
① 質問票回収率向上に向けた取組

小学 5 年生質問票の発送時期を考慮した督促により、回収率は
21.6％上昇し、対象となった 1 学年分の回収率は 70％まで向上し
た。全国平均までは依然届いていないが、継続して向上の取組を実
施する計画である。
② 13 歳以降調査への同意率向上に向けた取組

9/21 時点での北海道ユニットセンターの 13 歳以降調査への参加
に関して、配信対象者数を分母とする同意率は 42.8％と、全国平均
を 0.3％上回っているのに加えて、不同意率は 7.6％と全国平均を
2.4％下回っている。これは、13 歳以降調査に関して、現時点で 40
歳までの同意を決めるわけではないこと、アプリをインストールし
ただけでは同意が完了していないことなど、基本的で正確な情報が
参加者に伝わるようタイミングよく促した工夫の結果である。 





課題の執筆責任者とユニットセンター教員が指導しながら、大学院
生や若い研究者が課題執筆に中心的な役割を担うことで次世代の
研究者育成を目指した。 

（Ｃ）評価 

P3: Web 媒体を利用して成果を広く社会に還元する ⇒ 一部達成 
エコチル調査の成果を分かりやすくまとめた「オンライン市民講

座」は、他の動画コンテンツの中で期間内の視聴数が多かった。広報

に関する Web アンケートを集計した結果、「子どもに調査結果を見て
どう考えるかという経験もさせたいので、これからもわかりやすく
成果を公表してほしい」「Web や広報誌で調査結果を知ることは参
加している実感がわくのでありがたい」等の好意的な感想が多く、
参加児と保護者に成果を伝えることで調査参加へのモチベーショ
ンを向上することができた。参加児の年齢が上がってきたことに伴
い、学術的な内容に関心が高まっていると考えられる。
P4: 成果発表体制の強化と、次世代の研究者育成 ⇒ 概ね達成できた

R5 年 4 月~9 月で 2 本の論文受理があった（中心仮説に関わる課
題 1 本を含む）。うち 1 本は筆頭著者が大学院生で、学位論文の主
論文とする予定である。さらに今年度は 2 名の若手研究者のデータ
利用申請を行っており、次世代研究者の育成も増加している。北海
道ユニットセンターでは、学童期検査等に北海道大学・日本赤十字
北海道看護大学の学部生・大学院生を雇用し、調査の推進に協力を
得ている。様々な学問分野に携わる学生が疫学調査を通して、実地
で学ぶ機会となっている。将来的に、研究面でも協力を進めるなど、
環境保健分野の研究を促進する可能性を大いに感じている。 

（Ａ）改善 

P3: Web 媒体を利用して成果を広く社会に還元する 

今後、ますます行政との連携を強化し、行政のイベントへの協力
を通して、一般市民への成果還元を実施していきたい。社会還元が
進むことで、参加者がエコチル調査への参加意義を再確認し継続へ
のモチベーションが上がるような好循環を作れるように努める。
P４： ユニットセンター成果発表体制の強化と、次世代の研究者育成 

北海道ユニットセンターでは、R5 年度から教員の体制が大きく
変わり、リクルート時から経験を蓄積してきた複数の教員が任期を
終えた。13 歳以降調査のユニットセンター体制を維持する上でも、
成果発表を継続的に支援するとともに、優れた研究成果を持つ若い
研究者を育て、安定した運営を目指したい。 
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◄◖♅ꜟ ⌐ ╢ ⌐ ∆╢ PDCA ◘▬◒ꜟ⌐⅔↑╢
4 9  

 ◘Ⱪꜚ♬♇♩☿fi♃כ 
 9 30  

▪ ─ ┼─⸗♅ⱬכ◦ꜛfi ╛ ─ ה ─

 

 

ₒ ╩ ה ↕∑╢√╘─ ₓ⅔╟┘ 

ₒ ─⸗♅ⱬכ◦ꜛfi ─√╘─ ₓ 

⅔╟┘ ⁸ ─ ↑ 

 ⌐ ─ ⁸13 ╩

╙ ╘≡ꜞ☻♩▪♇ⱪ⇔√⁹ ⌐│⁸ ⱳכ♃ꜟ▪ⱪꜞ╩

⌐▬fi☻♩כꜟ⇔≡⅔ↄ╟℮⁸ ◐♇♩ ⌐ ╩ ⇔⁸

≢╙ ╢ ⅔ ╠∑⇔√⁹ ≢ ─ ┼ ↑╩ ™⁸

╛ 13 ┼─ ⁸ ╩ ∫√⁹ ↑ ⌐│

⌐ ┼ ─ ╩ ⅎ⁸13 ╩ ⇔⌂™ ╙ 13 ╕≢│

⅝ ⅝ ⇔≡™√∞↑╢╟℮ ⌂ ╩ ↑√⁹ 

◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi ▬ⱬfi♩─  

◖꜡♫ ⌐⅔™≡▬ⱬfi♩ ⅜○fiꜝ▬fi ≤⌂╡⁸ ≤─ ◖

Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi⅜ ⌂ↄ⌂∫≡™√√╘⁸ ≢─ ▬ⱬfi♩╩

╖ ⌐ ⇔√⁹ ≤ ─◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi╩ ╡⁸ ⅜

┼─ ╩╙≡╢╟℮ ⌐≈™≡ ⅛╡╛∆ↄ ⇔√⁹ 

ₒ ╩ ה ↕∑╢√╘─ ₓ 

─ ⅜ ≤ ═ ⇔≡™╢↓≤⅛╠⁸ ─╟℮⌂ ╩

⇔√⁹ 

─ ╩ 1  

╩ ─╕╕ ╘ ╪≢⇔╕™⁸™≈ ™√ ⅜ ⅛╠⌂ↄ⌂∫≡

™╢ ⅜ ™╢⁹∕─√╘⁸ 5 ╟╡ ─ ⅔╟┘

─ ⌐ ─ ╩ ∆╢ ╩ ⇔√ 1 ⁹ 

 

. ⅔╟┘ ─ 2

⅛╠ ↔≤⌐ ─≤⅔╡ ╩ ∫≡™╢⁹ 

ᵑ ⅛╠ 3 ꜟכⱷ♩כꜛ◦⌐
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